
平成30年度
介護報酬改定・制度改正のポイント

平成30年３月16日（金曜日）
午後4時～5時
四中地区公民館
土浦市保健福祉部高齢福祉課
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①-1 土浦市の現状 <総人口の推移>
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①-2 土浦市の現状 <高齢者人口の推移>
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①-3 土浦市の現状 <要支援・要介護認定者の推移>
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②-1 平成30年度介護報酬改定について





②-2 各サービスにおける改定事項

※別紙1を参照
○居宅介護支援 ○訪問介護 ○通所介護
○地域区分
・土浦市は6級地で変更なし。
・牛久市（5→4級地）、水戸市・日立市（6→5級地）に変更。

平成30年1月26日
第158回 社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料1
「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項に
ついて」

抜粋



③制度改正について

○費用負担の公平化

○新たなサービスの導入

・共生型サービス
・介護医療院

・3割負担の導入（平成30年8月～）
・自己負担の年間上限の設定

○その他

・指定権限の委譲、サービスの廃止
（居宅介護支援事業所、介護予防訪問介護、介護予防通所介護）



③-１改正内容の整理と解説 <施行日順>

平成30年４月１日

・指定権限の委譲（居宅介護支援事業所）

・サービスの廃止（介護予防訪問介護、介護予防通所介護）

・新たなサービスの導入（共生型サービス、介護医療院）

平成30年８月１日

・3割負担の導入

・自己負担の年間上限の設定



平成30年４月１日
○指定権限の移譲（居宅介護支援事業所）

○サービスの廃止

・指定権者が都道府県から市町村に移行します。

・各種届出（指定届、変更届、加算の届出等）の提出先は、

事業所所在地の市町村となります。

・土浦市ホームページに居宅介護支援事業所向けのページを

作成しますので、随時確認をお願いします。

・介護予防訪問介護及び介護予防通所介護サービスが廃止となります。

・平成30年4月サービス分からの請求・給付管理にご注意ください。

→サービスコード 訪問型サービス Ａ２（独自）

通所型サービス Ａ６（独自）



○新たなサービスの導入 1.介護医療院





○新たなサービスの導入 2.共生型サービス





③-２改正内容の整理と解説 <施行日順>

平成30年８月１日

○一定所得者の利用者負担の見直し（※予定）
「費用負担の公平化」という観点から、平成30年8月より、
新たな負担割合が導入されます。

・平成27年8月→2割負担の導入
・平成30年8月→3割負担の導入
→判定の流れは、次のスライドを参照ください。

○自己負担の年間上限の設定
一定の条件を満たす方について、自己負担の年間上限を

設定します。
→別紙厚生労働省リーフレットを参照ください。



３割負担の導入（平成30年8月から）
自己負担が2割の方のうち、特に所得の高い方は3割負担になります。
※40～64歳（2号被保険者）は所得にかかわらず、1割負担です。
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負担割合の確認方法

○負担割合証の発行

①既に認定を受けている場合
→平成30年7月下旬に負担割合証を送付（※）

②新規で認定を受けた場合
→介護保険被保険者証に負担割合証を同封して送付

※本人の自宅（郵送先変更の手続きがされている場合は、その郵
送先）に送付します。事業所への送付等、個別の送付は受け付け
ません。

●給付額減額がされている方の場合
・負担割合が1割または2割の方→自己負担3割
・負担割合が3割の方→自己負担4割
→給付額減額は被保険者証にのみ記載されますのでご注意ください。



④介護予防・日常生活支援総合事業について

○平成30年度のサービスコード及び単価について
土浦市の単価・地域区分の設定
・基準型訪問サービス
・基準型通所サービス
・介護予防訪問ケアマネジメントA

平成30年10月に単価の見直しが行われる予定
※H30.2.9付事務連絡
「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」

→国の基準に合わせ、土浦市の単価に変更があった場合には連絡をいたします。
地域区分は平成30年4月1日より変更となります（資料12ページ参照）

国の基準に
合わせて設定



サービス種類とサービスコード

平成30年4月1日からみなしの単価（A1・A5）は廃止となり、
独自単価（A2・A6）での請求となります。

平成３０年３月３１日まで 平成３０年４月１日から

６１（介護予防訪問介護）

Ａ１（基準型訪問サービス・みなし）

Ａ２（基準型訪問サービス・独自）

６５（介護予防通所介護）

Ａ５（基準型通所サービス・みなし）

Ａ６（基準型通所サービス・独自）

訪
問

通
所

Ａ２（基準型訪問サービス・独自）

Ａ６（基準型通所サービス・独自）



⑤その他（参考資料）

○介護報酬改定・加算届出等について
・厚生労働省ホームページ
「全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議 資料」

・茨城県長寿福祉課ホームページ
「平成30年度介護報酬改定の概要等事業者説明会の開催について」

○平成30年度改正に伴う請求・サービスコードについて
・茨城県国保連合会ホームページ
「平成30年度制度改正・報酬改定」

○居宅介護支援事業・地域密着型サービス・総合事業について
・土浦市ホームページ
（トップ画面で上記のサービス名・事業名を入力して検索）



・各種届出、サービス内容・加算等の問い合わせ
（居宅介護支援事業、地域密着型サービス、総合事業）
・介護保険制度改正について

・各種届出、サービス内容・加算等の問い合わせ
（居宅介護支援事業、地域密着型サービス、総合事業以外のサービス）
・共生型サービス・介護医療院について

・地域包括ケアに関すること

お問い合わせ先

→土浦市高齢福祉課 地域支援係 029-826-1111（内線2500）

→土浦市高齢福祉課 介護管理係 029-826-1111（内線2463）

→茨城県介護保険室長寿福祉課 029-３０１-１１１１（代表）



ご清聴ありがとうございました

土浦市保健福祉部高齢福祉課
地域支援係 瀬古澤
介護管理係 三輪


